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FORCE 整備 システム改修のご案内

# 項目 改修内容 補足説明 参照ページ

1 発注 外注発注書に文言を追加

特定整備事業において構内外注業者を使用する際、外注発注書に以下の項目を記載する必要が
あるため、下記文言を追加致します。

6. 構内外注作業は特定整備事業者の管理の下で行われること

-

9月21日に行われるシステム改修の内容についてご案内いたします。
（本機能は9月22日より利用可能です）


